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第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の目的 

鉄道、バス、タクシーなどの地域公共交通は、県民の通勤・通学、通院、買い物に加え、県
外・国外からの来訪者の観光・ビジネスなど、地域経済活動に必要な移動手段として、重要な
役割を果たしています。 
一方で、自動車の普及によって、誰もが自家用車を所有しやすくなったことに加え、人口

減少や少子高齢化などの影響を強く受け、特に地方部では地域公共交通の利用者が減少して
います。 
また、コロナ禍前の水準に向けて利用者が堅調に回復している地域においても、近年は運

転士不足が深刻化しており、地域公共交通のサービス水準を維持することが困難な状況にあ
ります。 
このような状況下においても、後期高齢者人口の増加を背景とした運転免許証の自主返納

の促進、自家用車を運転することができない高校生等の移動手段の確保、渋滞などの都市課
題の解決といった社会的要請に応え、一人一人が享受できる移動サービス水準の低下を防ぐ
ためには、関係者が一体となって地域公共交通の維持・活性化のための取組を一層推進する
必要があります。 
以上の背景を踏まえて、本県が目指す地域公共交通の将来像を描くとともに、その実現を

目指す上での諸課題等を整理し、具体的な目標や施策等を示すものとして、「宮城県地域公共
交通計画（以下「本計画」という。）」を策定します。 
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２．計画の位置付け 

（１）上位・関連計画との関係性 

本計画は、県政の最上位計画である「新・宮城の将来ビジョン」を上位計画と位置付け、他
分野の関連計画と適切に連携しながら、同ビジョンが示す本県の将来像の実現に向けた取組
を進めるものです。 
また、国が定める基本方針等に基づき計画を策定するとともに、県内各市町村が策定する

地域公共交通計画とも適宜連携を図りながら、計画を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置付け 

（２）目指すべき将来像 

①上位計画「新・宮城の将来ビジョン」との関連 

上位計画では、本県の将来像の実現に向けた県政運営の理念として「富県躍進！“PROGRESS 
Miyagi”」を掲げ、それに基づき四つの政策推進の基本方向を示しています。 
特に地域公共交通については、政策推進の基本方向３「誰もが安心していきいきと暮らせ

る地域社会づくり」の中で具体的な方向性が示されていることから、これを本計画の目指す
べき将来像として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通の 

目指すべき将来像 

図 上位計画の示す県政運営の理念等 
出典：新・宮城の将来ビジョン 

宮城県
地域公共交通計画

・各圏域都市マスタープラン
・第6期みやぎ観光戦略プラン
・第3期県立高校将来構想
・宮城県地域医療構想
・宮城県地域福祉支援計画（第4期）
・宮城県過疎地域持続的発展方針

地域公共交通の
活性化及び再生
に関する法律

新・宮城の将来ビジョン
（令和3年度～12年度）

〔上位計画〕

〔関連計画〕

基づく基づく

宮城県 国

各市町村の地域
公共交通計画

市町村
連携

高齢者、障害
者等の移動等の
円滑化の促進に

関する法律
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②将来像の実現に向けた基本方針 

本県の地域公共交通が目指すべき将来像の実現に向けて、三つの基本的な方針を示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

方針１ 広域的な地域公共交通の維持・活性化 

方針２ 地域内交通の利便性確保 

方針３ 多様な関係者との連携推進 

広域的な路線バスについては、県民人口の減少により通学・通勤利用者の減少が予見さ
れる中、担い手不足等によるサービス供給の制約も顕在化しています。こうした状況を踏
まえ、持続可能な公共交通ネットワークを構築するため、限られた経営資源の最適化を目
指します。 

また、県境を越えた広域的な移動を支える地域鉄道やローカル線についても、人口減少
による利用者数の減少など厳しい局面が続いています。しかし、通勤・通学や観光・交流
を支える上で、その定時性・速達性により、地域にとって不可欠な交通手段であることか
ら、利用促進を図るとともに、国、沿線自治体、交通事業者などと連携し適切な維持・確
保を目指します。 

市町村が担う地域内交通は、人口減少に伴い需要密度が低下しており、運行効率の悪化
や財政的な制約などによりサービスレベルの維持が課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、県では、地域の実情にあわせて交通サービスを最適化できるよ
う、交通政策の立案に必要なモビリティデータの集約・分析や研修機会の提供など、広域
自治体ならではの支援を行っていきます。 

公共交通の関係者（利用者、地域、交通事業者、行政）や観光、福祉、商工、教育など
の他分野の関係者と情報交換を行い、的確なニーズの把握に努めるとともに、関係者と連
携して地域の交通資源の有効活用を促進します。 



4 

３．計画の期間 

本計画では、基本的な方針、計画の目標、施策、達成指標を示した上で、その実現に向け、
令和８年度から令和 14年度までの７年間に取り組むべき内容を定めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画期間のイメージ 
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４．計画の対象区域 

本計画の対象区域は宮城県全域とします。 
なお、広域な県土を有する本県において、より具体的に地域公共交通の状況等を明らかに

するため、①仙南圏域、②仙台圏域、③大崎・栗原圏域、④石巻・登米・気仙沼圏域の四つの
圏域に分けて現況等の整理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の対象区域 
出典：2020 国勢調査（人口メッシュ） 

  

①仙南圏域 

②仙台圏域 

③大崎・栗原圏域 

④石巻・登米・気仙沼圏域 
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第２章 本県における地域公共交通の課題 

課題１：住民生活を支える広域的な地域公共交通の適切な維持・確保 

本県の人口は平成 15 年の 237.2 万人をピークに減少し続けており、令和 7 年には 223.9 万
人、5 年後の令和 12 年には約 3.0％減（令和 7年比、以下同様）の 217.2 万人、20 年後の令
和 27 年には 200 万人を下回り、約 14.0％減の 192.4 万人となる見込みです。 
特に生産年齢人口（15～64 歳）や年少人口（0～14 歳）の減少が見込まれており、通勤・通

学を行う世代の人口は今後一層減少すると考えられます。 
県内の地域公共交通（鉄道や路線バスなど）については、特に朝や夕方の通勤・通学時間帯

に多くの本数が運行しており、この時間帯の利用者数を確保し運賃収入を得ることが各路線
の維持につながっていきます。 
しかし、今後通勤・通学者数が減少し地域公共交通の移動需要が減少し続けると、現状の

サービス水準を維持することが困難になる可能性があります。 
一方、広域的な通勤・通学需要は引き続き発生することが見込まれます。 
特に今後少子化の影響で高校の統廃合が進行した場合、自市町村内から他の市町村へ通学

する高校生が増加し、広域的な地域公共交通の移動需要がさらに増加することも考えられま
す。 
このため、引き続き発生が見込まれる広域的な移動需要に対応しつつ、総量の減少を踏ま

えた適切なサービスへの見直しを図るなど、広域的な地域公共交通の適切な維持・確保が必
要です。 

 
図 宮城県の人口推移（現状・推計） 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 
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課題２：移動に制約を抱える高齢者の移動手段の確保 

本県の老年人口（65 歳以上）の推移には地域差があり、特に人口が集積する仙台圏域では
令和 12 年に向けて老年人口が増加する見込みですが、その他の圏域では減少が見込まれてい
ます。 
一方、より移動に制約を受ける可能性の高い後期高齢者（75 歳以上）の人口は、全ての圏

域で増加する見込みです。 
本県においても後期高齢者の免許人口当たりの死亡事故発生件数が高い状況にあります。

高齢者ドライバーやその家族だけでなく、広く県民の安全・安心な生活環境を確保するため
には、今後増加が見込まれる高齢者層（特に 75歳以上の後期高齢者）が、通院・買い物など
の日常生活の移動に不安を抱かず、安心して地域公共交通を利用できる環境づくりが重要で
す。 
こうした環境を構築し、運転免許証の自主返納の促進といった社会的要請に応えるために

は、高齢者の行動特性に適した移動手段を確保することが必要です。 
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図 年齢別死亡事故の推移 

出典：宮城県警察 みやぎの交通事故（令和 6 年） 出典：宮城県警察 運転免許統計（各年 12 月末） 

図 運転免許自主返納（申請取消)件数の推移 
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課題３：深刻な交通事業者の人材不足に対する早急な対応 

全国的に交通事業者の慢性的な人材不足が課題となっており、本県においても運転士不足
によるサービスの見直しや縮小が相次いで発生するなど、喫緊の課題となっています。 
特にバス事業者の人材不足が深刻であり、現在のサービス水準（路線数、便数など）の維持

に必要な運転士数に対して既に 215 人（約 8％）の運転士が不足しており、少子高齢化の進展
により、今後さらに人材確保が困難になることが予見されます。 
既に路線バスでは路線の休廃止や運行便数の削減など、サービスの縮小が各所で進められ

ており、県民生活にも影響を及ぼす状況となっています。このため、人材不足の課題は、まさ
に「待ったなし」の状況にあります。 
なお、県内の多くの地域では、人口減少による移動需要の減少や、自家用車を中心とした

ライフスタイルへの変化を背景として、地域公共交通の利用者は減少傾向にあります。 
一方、人口増加が見込まれる地区もあることから、地域によっては今後さらに移動需要が

増加する可能性があります。 
このため、現在のサービス水準が必ずしも「最適解」であるとは限らず、各地域の状況に応

じて適切なサービス水準への見直しを行い、効率性・持続性を向上させることが必要です。 
また、通勤・通学需要がピークとなる朝や夕方の時間帯に多くのバスが運行されており、

ピーク時における運転士の確保が課題となることから、時差通勤などによる移動需要の分散
といった社会全体での取組も重要です。 
さらに、地域公共交通サービスを将来的に維持・確保するためには、ICT 技術を活用した省

人化や、地域公共交通以外の他分野との連携による供給量の確保などの対策も検討する必要
があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バスの運転士数（現状・見込み）              図 乗合バスの路線廃止状況の推移 
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出典：宮城県バス協会調査（R7.7） 

※協会員 80 社中 73 社からの回答結

果に基づき作成 

※令和 12 年度の推計値は、令和元年

度から６年度までの新規採用者数

及び退職者数を参考に試算 

出典：東北運輸局 運輸要覧 

※数値は、当年度の廃止届出日を基

準とした路線廃止キロ数。 
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課題４：地域公共交通の情報面でのシームレスな環境整備 

本県を訪れる観光客数は、コロナ禍の影響により令和元年から令和 2 年にかけて大幅に減
少しましたが、その後回復傾向にあり、令和 5 年にはコロナ禍以前の数値を上回り、過去最
高の 68,236 千人となっています。 
多くの観光客は、目的地までの移動手段を調べる際に、スマートフォンなどで経路検索サ

ービスを利用することが多く、特に Google マップは世界的なコンテンツとして外国人観光客
にも広く利用されています。 
県内の地域公共交通では、民間事業者を中心に各社の路線のデータ化（GTFS データ化）が

進められており、路線バスを運行する 9社中 8社（88.9％）が Google マップでの検索に対応
しています。一方、市町村が運行するコミュニティバス等の検索可能数は 28 市町村中 6市町
村（21.4％）にとどまっており、少ない状況にあります。 
観光地などの目的地に対して鉄道・バス等の二次交通が整備されていたとしても、それが

情報として検索可能な状態になっていなければ、「運行していないことと同義」と言えます。 
このため、交通事業者及び各自治体の全ての地域公共交通において、経路検索が可能な状

態とし、情報面でもシームレスな環境整備を進めることが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 東北 6 県の観光入り込み客数の推移 
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図 Google マップの検索可能数 

出典：県調べ（R7.10 月時点） 
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課題５：地域公共交通データの整備及び地域公共交通計画の策定を通じた政策立案・施

策の推進 

本県では地域公共交通における GTFS データの整備が遅れており、データの公表（オープン
データ化）についても他県と比較して十分とは言えない状況にあります。 
GTFS データを整備することで、GIS（地理情報システム）を用いて路線図や運行本数などの

地域公共交通データと、人口分布状況や施設立地状況などの地域情報を組み合わせて表示で
きるようになり、地域公共交通の状況が可視化されることで課題を把握しやすくなることが
期待されます。逆に、データ整備が進まない場合、交通事業者と行政など関係者間での問題
意識の共有が進みにくくなることが懸念されます。 
また、国が定める「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」において、自治体におけ

る地域公共交通計画の策定は努力義務とされています。しかし、県内では 35 市町村のうち 17
市町村が計画を未策定であり、地域公共交通に対する取組にばらつきがあります。 
地域公共交通計画が未策定であることにより、行政・事業者・他分野間での計画を中心と

した「対話」がしにくく、コミュニケーション不足から連携が不十分になることが懸念され
ます。 
このため、データの整備や計画の策定を通じて各地域が抱える問題・課題を明らかにし、

それをもとに関係者間での対話を促進するとともに、関係者が密に連携した政策立案や施策
を推進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定済み
18

未策定（策定中）
6

未策定
10

計画期間満了（未更新）
1

図 県内市町村の地域公共交通計画策定状況 

出典：R7 市町村アンケート調査 

半数近い市町村が地域公
共交通計画を未策定（R7
時点で策定中含む） 

図 県内市町村の GTFS データ公表状況 

出典：県調べ（R7.10 月時点） 

※市町村営の定路線の移動サービ

スを運行する 28 市町村が対象 

■GTFS データについて 

・GTFS データとは、国内における標準的なバス情報のフォーマットであり、経路検

索アプリやサイトに登録する際のデータ形式の一つです。 

・GTFS データを作成することで、Google マップをはじめとした地図・経路検索サー

ビスにバスなどの経路やダイヤ情報を掲載でき、経路検索時に移動手段の一つと

して表示可能になります。 

・また、GTFS データを作成することで、デジタルサイネージへの時刻表掲示や、バ

スロケーションシステムへの反映など、さまざまな機能改善にも期待できます。 

公表
8

非公表
20
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第３章 本県が目指す姿 

１．地域公共交通の将来ネットワークイメージ 

基本的な方針に基づき計画を推進することで、下図に示す広域路線（原則として市町村域
を跨ぐ路線）将来ネットワークを維持・確保します。 
本計画では、鉄道・高速バス・路線バス※（民営・市町村営）において、各路線のサービス

水準を踏まえ、「主要幹線」「幹線」「特定目的線」の三つに分類し、それぞれの役割に応じた
サービス水準の維持・確保を目指します。 
ここでは、「主要幹線」及び「幹線」のイメージを表示することとし、運行本数が一定数に

満たない「特定目的線」の表記や、各線の具体な位置付け、目指す地域公共交通のサービス品
質については、「２．本計画の目標」に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 将来ネットワークイメージ 
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２．目指す地域公共交通のサービス品質 

本計画では、現在の地域公共交通が担っている機能を県民目線で分かりやすく整理した上
で、各地域公共交通が維持・確保を目指すサービス品質（重要施設へのアクセス性、サービス
量（運行本数））について整理します。（圏域ごとのサービス品質の詳細については、資料編に
記載。） 
 
【重要施設へのアクセス性】 
 特に自家用車を利用できない高校生や高齢者等、県外・国外からの観光客などが利用する
施設へのアクセス性を維持することを目標として設定しています。 

項目 維持・確保を目指す移動 

通学 
（高校生） 

公共交通等を利用して、特に広域的な移動が見込まれる圏域内の地域進学
重点校等へ通学できる。 

通院 
（高齢者等） 

公共交通等を利用して、圏域内の中核的な医療機関（地域医療支援病院等）
へ通院できる。 

観光・ビジネス 
（観光・ビジネス客） 

公共交通等を利用して、圏域内の主要な観光地等へ移動できる。 

 ※高齢者の買い物については、通院時に合わせて行うケースを想定し、本項目では「通院に
関するアクセス性」が確保されているかどうかを基準として評価します。 

 ※ビジネス客については、対象となる重要施設を特定することが困難であるため、観光客と
同程度のアクセス性を確保することを目指します。 

 
【サービス量（運行本数）】 

 
 

主要幹線 幹線 特定目的線 

維持・確保 
のイメージ 

（品質確保） （機能確保） 
・原則として１時間に１往
復以上の運行本数を確保し、
利便性が高く幅広い目的で
利用される路線。 
・「コンパクトシティ・プラ
ス・ネットワーク」構想を推
進するうえで、居住誘導を担
う交通軸としてのポテンシ
ャルを持ち、一定のサービス
量を維持することを目指す。 

・原則として１日に３
往復以上の運行本数が
あり、利用ピークの異
なる複数の目的で利用
可能な路線。 
・利用目的に応じて使
いやすいダイヤが設定
され、必要な機能が確
保されていることを目
指す。 

・特定の目的に対応し
たダイヤが設定されて
おり、当該目的に対す
る機能が確保されてい
ることを目指す。 

※仙台圏域においては、他圏域と比べ突出した交通需要に応える必要があることから、主要
幹線をＡとＢに分け、Ａについてはより充実したサービス量を目指す。 
 

＜路線再編等に対する考え＞ 

● 計画期間中に社会情勢の変化や重要施設の移転等により、路線再編等を行う場合には、既
存路線が有していた機能性が維持されているかどうかについて、評価・検証を行います。 
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３．地域公共交通の関係者の役割 

基本的な方針に示したとおり、地域公共交通に関連する関係者（利用者、地域、交通事業
者、行政）や、他分野の関係者と密に連携を図りながら、計画を推進することが重要です。こ
こでは各関係者に期待する役割について示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通の関係者の役割 

  

行政 

• 複数の市町村に跨る鉄道、幹線バス等について、主体的にマネジメント

を行うとともに、国と連携しながら財政支援を実施する。 

• 県内市町村に対して、牽引・伴走型の支援を実施する。 

〇連携推進の場の提供 

〇交通人材の育成 

〇モビリティデータの集約・分析支援の実施 

〇実証運行等への財政的支援 

宮城県 

• 各種補助制度や交付税措置により、市町村及び交通事業者が地域公

共交通サービスを維持・活性化させるための財政基盤を整備する。 

• 優良事例の紹介や研修機会の提供など、技術支援を県、市町村及び交

通事業者に対して実施する。 

• 基礎的なモビリティデータ（国土数値情報等）の整備を推進する。 

• 国としての立場から、地域の実情に合わせた既存制度の見直しを行

い、地域公共交通の円滑化や安全の確保を図る。 

国 

交通 

事業者 

市町村 

交通事

業者 

地域等 

• 県や市町村の取組を踏まえ、利用者の立場から地域公共交通に関心

を持ち、「自分ごと」としての意識を高める。 

• 地域公共交通の改善に関するアイディアを発信するなど、行政と連携し

た取組を進める。 

地域・

住民 

※行政として 

• 国・県・交通事業者と連携しながら、広域交通の維持・活性化に関する

取組に参画するとともに、「まちづくり」と合わせて自市町村内の地域公

共交通について主体的にマネジメントを行う。 

※交通事業者として 

• 民間交通事業者の提供する地域公共交通サービスと調和を図りなが

ら、地域公共交通サービスを提供する。 

• 県民や来訪者等の移動手段の確保に向け、行政の支援等を受けなが

ら、一定の利便性を確保した安全な地域公共交通サービスを安定的に

供給する。 

• 持続可能な地域公共交通サービスの構築に向け、人材確保に関する

取組を進めるとともに、行政と連携しながら利用促進や生産性の向上

を図る。 
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第４章 計画の目標及び達成に向けた施策・事業 

１．計画の目標及び施策・事業体系 

基本的な方針及び地域公共交通の課題を踏まえて、本計画期間中に達成を目指す目標を設
定します。また、その達成に向けた施策・事業を示します。 
基本的には本計画の期間内に実施する施策・事業を対象とします。ただし、施策の特性上、

計画期間内で十分な効果が見込めないものや、社会情勢に影響されやすいものについては、
「長期的な施策」として位置付けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目指すべき将来像 

 

地域公共交通の課題 

課題１： 

住民生活を支える広域的な地域

公共交通の適切な維持・確保 

課題２： 

移動に制約を抱える高齢者の移

動手段の確保 

課題３： 

深刻な交通事業者の人材不足に

対する早急な対応 

課題４： 

地域公共交通の情報面でのシー

ムレスな環境整備 

課題５： 

地域公共交通データの整備及び

地域公共交通計画の策定を通じ

た政策立案・施策の推進 

基本的な方針１ 広域的な地域公共交通の維持・活性化 

基本的な方針２ 地域内交通の利便性確保 

基本的な方針３ 多様な関係者との連携推進 

本計画の目標 

目標１：地域公共交通の最適化 

県をはじめ、国や市町村、交通事業者、地域住民

などのステークホルダーが知恵を出し合い、地域の

実情に即した、地域にとって望ましい地域公共交通

の姿への再編・見直しを進め、地域公共交通の最適

化と持続性の向上を図ります。 

目標２：サービス提供体制の安定化 

関係者が連携して人材確保・育成の基盤を整備す

るとともに、分野横断的な連携による効率化や、関

係者間の協議体制の強化に取り組み、地域公共交通

サービスの提供体制の安定化を図ります。 

目標３：DX 活用による交通サービスの効率化 

地域公共交通に関わる様々なデータの作成・分析

や、新技術の研究・導入を通じて、DX を推進し、そ

れらを有効かつ柔軟にサービスに活用することで、

地域公共交通サービスの効率化を図ります。 

富県躍進！“PROGRESS Miyagi” 

政策推進の基本方向３ 誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり 
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目標の達成に向けた施策・事業及び評価指標 

中長期的な施策 

「目標１：地域公共交通の最適化」の実現に向けた施策・事業と評価指標 

「目標２：サービス提供体制の安定化」の実現に向けた施策・事業と評価指標 

「目標３：DX 活用による交通サービスの効率化」の実現に向けた施策・事業と評価指標 

目標達成を確認する指標 

①地域間幹線系統の収支率 

②公共交通で接続する市町村

組数 

③公共交通利用者数 

④地域公共交通計画の策定市

町村数 

目標達成を確認する指標 

①バス事業者の運転士数 

②公共交通利用者数（再掲） 

目標達成を確認する指標 

➀GTFS データ公表市町村数 

②Googleマップ掲載事業者・

市町村数 

●施策１：広域公共交通のマネジメント 

事業１－１：IC カードデータの活用による分析・検証 

事業１－２：広域公共交通の再編・見直し 

事業１－３：地域公共交通に対する財政支援 

●施策２：地域内交通の再編支援 

事業２－１：地域内交通に対する財政支援 

事業２－２：地域公共交通計画の策定支援 

事業２－３：地域公共交通に関する勉強会・講習会の開催 

●施策３：地域公共交通に係る人材確保に向けた支援 

事業３－１：運転士の採用活動の支援 

●施策４：地域公共交通と他分野の連携促進 

事業４－１：他分野との連携促進等 

事業４－２：隣県・市町村等との連携強化 

事業４―３：地域公共交通の利用促進 

●施策５：モビリティデータの整備推進 

事業５－１：GTFS データの作成支援 

●施策６：先進技術の情報収集・共有 

事業６－１：公共交通に係る DX の取組の情報収集・共有  

●自動運転技術の社会実装 

●都市計画との連携 
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２．具体的な事業内容 

●施策１：広域公共交通のマネジメント 

事業１－１：IC カードデータの活用による分析・検証 

実施主体 県、市町村、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

検討・ 

協議 

データ 

連携 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○交通事業者が所有する IC カードデータについて、県及び関係市町村が必要に応じて共

有し、最新の情報や利用実績を関係者間で共有できるスキームを構築します。 

○併せて、共有されたデータを活用し、路線バスのデータ整理を行うことで、関係者間

での課題認識の共有や、課題解決に向けた具体的な方策の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

事業１－２：広域公共交通の再編・見直し 

実施主体 県、市町村、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

計画 
事業 

実施 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

検証・ 

評価 
改善 

➡ 

継続 

 

○路線バスや鉄道など、複数の市町村にまたがる広域的な公共交通について、特に課題

の大きい路線に関して、データ分析・検証を踏まえ、関係者間で協議・調整の場を設

け、課題解決に向けた具体的方策の検討を進めます。 

○必要に応じて、国の制度（鉄道事業再構築事業、地域公共交通利便増進事業、地域旅客

運送サービス継続事業など）を活用し、地域公共交通の最適化を図るとともに、課題

解決に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action（改善） 

検証結果を踏まえ、当初の

再編・見直し案に対する改

善ポイントの検討・整理 

Check（検証・評価） 
再編・見直しによる利用実
績等を確認し、想定した効
果・課題の発現状況を検
証・整理 

Do（事業実施） 
再編・見直し案に基づき、
関係者との調整・合意を図
りつつ、具体な再編・見直
しを実施 

Plan（計画） 
IC カードデータ等の分析
に基づき、交通事業者と協
議の上で、具体な再編・見
直し案を検討・整理 

P D 

A C 

県 

依頼 

提供 

交通事業者（IC カードデータ） 市町村 

提供 

※事業者の了承

を前提とする 

※覚書等を交わ

す可能性あり 
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事業１－３：地域公共交通に対する財政支援 

実施主体 県、国、市町村ほか 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

支援 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○地域公共交通の維持・確保に向け、各種制度に基づく財政的な支援を行います。 

○県では、国の地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統補助）に該当するバス

路線に対し、国との協調補助を継続して行います。 

○県では、移動に制約を抱えた高齢者、障害者等の移動等円滑化に向けた施設整備等へ

の支援を行います。 

○県では、第三セクター鉄道（阿武隈急行線）に対し、福島県及び沿線市町と連携し、鉄

道施設や保安設備の整備等への支援を行います。 

○県では、離島航路について、住民生活に必要な移動手段を維持・確保するため、運航支

援を行います。 

 

表 県の事業一覧 

項目 主な支援策 

路線バス ・宮城県バス運行対策費補助金 

第三セクター鉄道 
・宮城県阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金 

・宮城県阿武隈急行線運行継続支援事業補助金 

離島航路 ・宮城県離島航路補助金 
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●施策２：地域内交通の再編支援 

事業２－１：地域内交通に対する財政支援 

実施主体 県、国 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

支援 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○市町村が運行する地域内交通（コミュニティバス、デマンド交通など）について、住民

生活に必要な移動手段を維持・確保するため、運行に対する支援を行います。 

○市町村が行う新たな交通サービスの実証やＩＣＴを活用した施策を支援し、地域公共

交通の再編や利活用促進に関する取組をより一層推進します。 

 

表 県の事業一覧 

項目 支援策 

コミュニティバス 

（運行経費） 
・宮城県バス運行維持対策費補助金 

コミュニティバス 

（実証運行） 
・宮城県地域公共交通利活用促進事業費補助金 

 

 

事業２－２：地域公共交通計画の策定支援 

実施主体 県、国、市町村 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

支援・ 

助言 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○市町村の求めに応じて、県が保有するデータを共有するとともに、計画策定に必要な

データ収集・分析の支援を行い、市町村の地域公共交通計画の策定を推進します。 

○また、市町村が開催する法定協議会（地域公共交通会議等）へ参画し、広域自治体とし

て、計画内容や施策の進め方に関する意見の提示及び助言を行います。 

 

表 県の事業一覧 

項目 支援策 

交通計画策定費支援 ・宮城県地域公共交通利活用促進事業費補助金 
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事業２－３：地域公共交通に関する勉強会・講習会の開催 

実施主体 県、市町村、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

開催 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○地域公共交通に関する全国の先進事例や県内市町村の取組事例、新たな法制度や国の

支援施策、新しい技術等に関する情報共有を図る場として、市町村や交通事業者を対

象とした勉強会・講習会を開催します。 

 

表 勉強会・講習会の開催イメージ 

項目 内容 

参集対象 
・市町村の公共交通担当者 

・交通事業者（鉄道、バス、タクシー等） 

開催頻度 ・年 1 回程度 ※他の会議との合同開催などを想定 

テーマ 

（イメージ） 

・制度改正、補助制度等について（講師：運輸局など） 

・GTFS データの作成方法について（講師：専門家） 

・県内市町村、県外の優良事例について（講師：該当市町村など） 

 

 

 

  

写真 令和７年度研修会の様子 図 令和７年度研修会の成果品 
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●施策３：地域公共交通に係る人材確保に向けた支援 

事業３－１：運転士の採用活動の支援 

実施主体 国、県、市町村、バス協会、タクシー協会、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

支援 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○交通事業者における人材不足の解消に向けて、県の事業（宮城県バス事業振興補助金）

の活用に加え、バス・タクシー協会や各事業者、市町村と連携し、採用活動の支援を継

続的に行います。 

○大型自動車免許を所有する消防、警察、自衛官などの退職者を対象に、バス事業者へ

の再就職を紹介するなど、マッチング支援を行います。 

○県では、「みやぎジョブフェア」などの取組を通じ、地域公共交通分野における外国人

材活用に向けた取組を支援します。 

○県が移住・定住促進のために運営する移住情報サイト「みやぎ移住・交流ガイド」にお

いて、移住支援金対象法人である交通事業者の求人情報を掲載するなど、事業者の採

用活動を継続的に支援します。 

 

     

  写真 インドネシア人材みやぎジョブフェア 2025 の様子 
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●施策４：地域公共交通と他分野の連携促進 

事業４－１：他分野との連携促進等 

実施主体 県、市町村 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

開催 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○限られたリソース（財源、マンパワー等）の中で、効率的・効果的に移動手段を確保す

るため、観光、福祉、教育などの他分野と情報共有・連携を図り、移動サービスの確保

に向けた取組を展開します。 

※想定される連携例：観光（観光客の二次交通の確保）、福祉（高齢者・障がい者の移動

手段の確保）、教育（スクールバスの活用）など。 

○また、連携した取組を円滑に推進するため、県庁内で部局横断的な検討体制（ワーキ

ンググループ）を立ち上げ、定期的な情報交換を行いながら、課題等の共有と解決に

向けた具体策の検討を行います。 

 

表 ワーキンググループの開催イメージ 

項目 内容 

参集対象 ・関係各課の実務担当者 

開催頻度 ・年２回程度（議題に応じて適宜開催） 

議題のイメージ 

・地域公共交通と各分野の連携について 

・路線の再編・見直しによる各分野への影響及び対応策について 

・移動サービスの確保に向けて活用可能な国制度・事業等について 

事業４－２：隣県・市町村等との連携強化 

実施主体 県、市町村、地域 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

開催 
➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○圏域別検討会を通じ、各地域が抱える地域公共交通の問題・課題を共有するとともに、

各種データに基づく分析・検証を踏まえ、課題解決に向けた具体的方策についての協

議・検討を行います。 

○阿武隈急行線の鉄路維持に向けて、福島県及び沿線市町と協調し、鉄道会社の経営改

善を促すとともに、鉄道施設の整備等に対して必要な財政支援を行います。 

○ローカル線の活性化に向け、岩手県・山形県など隣県を含む自治体や商工団体等で構

成される協議会・同盟会と連携し、沿線地域の活性化や利用促進に取り組みます。 
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事業４－３：地域公共交通の利用促進 

実施主体 県、市町村、バス協会、タクシー協会、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

利用 

促進 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○阿武隈急行線の活性化に向けて、沿線市町が実施する運賃助成や集客イベントの開催

など利用促進の取組に対して助成を行います。 

○ローカル線の活性化に向けて、沿線市町が実施する運賃助成や最寄駅からイベント会

場までのシャトルバスの実証運行、駅周辺でのイベント開催など利用促進の取組に対

して助成を行います。 

○地域公共交通の利用促進に向けて、これまで県が行ってきた SNS を通じた利用促進キ

ャンペーン「のって!みて!みやぎ～プラス 1～」を継続的に実施します。 

 

表 県の事業一覧 

項目 支援策 

阿武隈急行利用促進 ・宮城県阿武隈急行線利用促進支援事業補助金 

ローカル線利用促進 ・宮城県ローカル線活性化支援事業補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■のって！みて！みやぎ～プラス１～ 

・利用者の回復が伸び悩む公共交通機関を県民

の皆様にこれまでより、月に 1 回でも多く利

用していただくためのキャンペーンです。 

 

・公共交通の利用促進に取り組む交通事業者や

自治体の取組などを Instagram により発信

し、公共交通の利用増に向けた機運醸成に繋

げることを目的としています。 
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●施策５：モビリティデータの整備推進 

事業５－１：GTFS データの作成支援 

実施主体 県、市町村、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

勉強会 

開催 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○地域公共交通の現状分析や再編・見直し等の分析に不可欠であるとともに、Google マ

ップなど各種経路検索サービスに掲載するためにも必要となる GTFS データについて、

県内の交通事業者及び市町村が運行する各路線での作成に向けた勉強会等の開催や、

その他必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■GTFS データについて 

・GTFS データとは、国内における標準的なバス情報のフォーマットであり、経路検

索アプリやサイトに登録する際のデータ形式の一つです。 

・GTFS データを作成することで、Google マップをはじめとした地図・経路検索サー

ビスにバスなどの経路やダイヤ情報を掲載でき、経路検索時に移動手段の一つと

して表示可能になります。 

・また、GTFS データを作成することで、デジタルサイネージへの時刻表掲示や、バ

スロケーションシステムへの反映など、さまざまな機能改善にも期待できます。 
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●施策６：先進技術の情報収集・共有 

事業６－１：公共交通に係る DX の取組の情報収集・共有 

実施主体 県、市町村、バス協会、タクシー協会、交通事業者 

実施時期 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

情 報 収

集・共有 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

➡ 

継続 

 

○交通事業者や市町村が既に取り組んでいる、ICT

技術や AI 技術を用いた効率化・最適化の事業に

ついて情報収集を行い、必要に応じて他の事業者

や市町村への情報共有を図ることで、県内におけ

る DX の取組の水平展開を促進します。 

○現在、交通事業者や一部の市町村が進めている

MaaS の取組については、県内に加え全国的な事例

も継続して情報収集するとともに、将来にわたっ

てサービスが発展するような取組を検討します。 

○市町村や交通事業者と連携しながら、自動運転技

術の社会実装に向けた検討を進めます。県内では

既に自動運転技術の社会実験を進めている自治

体もあることから、先行自治体との連携や情報共

有の場の設定についても検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■MaaS（Mobility as a Service）について 

・MaaS は、ICT を活用して交通をクラウド化し、マイカ

ー以外のすべての交通手段による移動を一つのサービ

スとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」

の概念です。 

・アプリ等を活用し、複数の移動サービスの一元的な検

索・予約・決済が可能なシステムとして用いられるこ

とが多く、県内でも仙台市による「仙台 MaaS」や交通

事業者による「TOHOKU MaaS」などの取組があります。 

図 青葉山グリーン回遊プロジェクト

（仙台市）のチラシ 
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●中長期的な施策：都市計画との連携 

○国では、「国土のグランドデザイン 2050」のコンセプトとして「コンパクトシティ・プ

ラス・ネットワーク」を掲げており、都市政策によるコンパクト化と、交通政策による

ネットワーク化の両輪が重要であることを示しています。 

○人口減少下において効率的かつ効果的に地域公共交通を維持・確保するためには、こ

の考えに基づき取組を進めることが重要です。 

○県内でも、都市機能や居住機能の集約に向けた方針等を示す「立地適正化計画」を策

定し、コンパクト化に向けた具体的取組を進めるとともに、「地域公共交通計画」を併

せて策定し、都市政策と交通政策の両輪で政策を推進する市町村が複数見られます。 

○県としては、「地域公共交通計画」の策定を促進するとともに、「立地適正化計画」の策

定も促進し、県全体での「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の推進を目指し

ます。 

 

 
図 立地適正化計画と地域公共交通計画の連携イメージ 

出典：国土交通省資料より抜粋 

 

●中長期的な施策：自動運転技術の社会実装 

○市町村や交通事業者と連携しながら、自動運転技術の社会実装に向けた検討を進めま

す。 

○自動運転の社会実験に取り組む全国の自治体の先行事例や自動運転技術の開発動向、

国の法整備の動きなどを積極的に情報収集し、県内市町村や交通事業者等と情報共有

を図りながら、社会実装に向けた検討を進めます。 

※社会実装に向けては、道路や周辺設備などのインフラ整備や、沿線地域住民の理解を

得ることなども必要であり、十分な時間をかけて協議・調整を行うことが重要です。

そのため、計画期間に捉われず、中長期的な施策として取り組みます。 
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３．目標の達成状況を確認する指標・数値目標 

前項で示した目標の達成状況を確認する指標について、計画期間中の達成を目指す数値目
標を設定します。 
なお、本計画で設定する指標は、いずれも毎年度データの取得・確認が可能な内容である

ため、適宜データを取得・整理し、その進捗状況を確認するなどのモニタリングを実施しま
す。 

 

表 指標・数値目標 

目標 指標 現況値 目標値 

目標１ 
指標①：地域間幹線系統の収支率 

46.6％ 

（R7 バス事業年度） 

52.6％ 

（R13 バス事業年度） 

指標②：公共交通で接続する市町村組数 
65 組 

（R7.10 時点） 

65 組 

（R13.10 時点） 

指標③：公共交通利用者数 
262,110 千人 

（R5 年度） 

280,130 千人 

（R12 年度） 

指標④：地域公共交通計画の策定市町村数 
51.4％ 

（R7.10 時点） 

100％ 

（R13.10 時点） 

目標２ 
指標①：バス事業者の運転士数 

2,597 人 

（R7.7 時点） 

2,553 人以上 

（R12 年度） 

目標３ 
指標①：GTFS データ公表市町村数 

28.6％ 

（R7 年度） 

100％ 

（R13 年度） 

指標②：Google マップ掲載事業者・市町村数 
37.8％ 

（R7 年度） 

100％ 

（R13 年度） 

※目標指標については、計画の見直しを実施する R13.10 月に調査可能な数値とする。 
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●目標１・指標①：地域間幹線系統の収支率 

項目 内容 

指標の概要 

関係者と協働しながら実施している、県内を運行する地域間幹線系

統（国庫補助系統）の生産性向上の取組の効果を確認するため、地

域間幹線系統の収支率により評価します。 

算出方法 

地域間幹線系統に係る各社の「運行系統別輸送実績及び平均乗車密

度算定表」に掲載されている各系統の経常収益及び経常費用をもと

に、「経常収益／経常費用＝収支率」の計算式で算出します。 

目標の設定 

国補助要綱等に基づき、毎年収支率を１％改善することを目標とし

て設定します。 

【想定シナリオ】 

・経常費用については、直近 5 か年（令和 3～7年度）の傾向から、

年間 4.1％ずつ増加することを想定しており、収支率を１％ずつ改

善させるには、経常収益を毎年 6.2％ずつ増加させる必要がある。 

目標値 
目標値（令和 13バス事業年度）：52.6％ 

※現況値（令和 7 バス事業年度）：46.6％ 

サブ指標 

【サブ①】地域間幹線系統全体の利用者数 

目標値（令和 13バス事業年度）：888,776～1,275,801 人 

※現況値（令和 7 バス事業年度）：888,776 人 

【サブ②】地域間幹線系統への公的負担額 

目標値（令和 13バス事業年度）：国庫補助金に相当する額 

 

 
図 対象系統「平均」の経常費用・経常収益・収支率の推移（BAU・目標値） 

※BAU（Business As Usual）：対策を行わずに現状のまま推移した場合のこと 

 
目標値に示す収支率（52.6％）を達成するためには、大幅な利用者増（387,025 人増）又

は一人当たり平均運賃の向上（157.8 円／人）が必要になります。 
表 対象系統合計の経常費用・経常収益 
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●目標１・指標②：公共交通で接続する市町村組数 

項目 内容 

指標の概要 

広域的な移動手段の確保状況を確認するため、市町村間を跨ぐ鉄

道、ＢＲＴ、バス等により接続されている市町村の組み合わせの数

により評価します。 

算出方法 

市町村間を跨ぐ広域的な路線バスを調査し、その組み合わせを集計

します。なお、同一市町村間を複数の路線が運行する場合であって

も、その組み合わせ数は「１」としてカウントします。 

目標の設定 
広域的な路線バスの最適化を図りつつ、県民の移動手段を確保する

ため、現行の組み合わせ数を「維持」することを目標とします。 

目標値 
目標値（令和 13.10 時点）：65 組 

※現況値（令和 7.10 時点）：65組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市町村を跨ぐ路線バスの組み合わせ数（図上では路線数を表示） ※令和 7 年度時点 

  

仙南圏域：１４組 仙台圏域：２3 組 

大崎・栗原圏域：１７組 石巻・登米・気仙沼圏域：１１組 
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●目標１・指標③：公共交通利用者数 

項目 内容 

指標の概要 

人口減少下においても地域公共交通の利便性・効率性を維持・向上

させ、総移動量が確保されているかを確認するため、県内を発着す

る旅客輸送サービスの輸送人員により評価します。 

算出方法 

国が公表する「旅客地域流動調査」の結果をもとに、宮城県発・着

の旅客人員を集計します。（宮城県発・他県着、及び他県発宮城県着

の数値に関しては集計対象外とする） 

目標の設定 

観光利用の促進等により、コロナ禍前（令和元年）の数値まで増加

させることを目標とします。 

※コロナ禍後は平常時への回復基調を含めた増加率であるため、通

常の増加率とは異なるものと考えられます。 

目標値 
目標値（令和 12年度）：280,130 千人 

※現況値（令和 5 年度）：262,110 千人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 宮城県発着の旅客輸送人員の現況推移・将来推計値 
出典：旅客地域流動調査（現況値） 

※推計値は現況値をもとに作成 

●目標１・指標④：地域公共交通計画の策定市町村数 

項目 内容 

指標の概要 

地域公共交通に関する方針及び具体な施策を設定・実施した上で、

地域の実情に即した地域公共交通サービスが提供されているかを

確認するため、県内市町村における地域公共交通計画の策定割合に

より評価します。 

算出方法 
市町村における、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基

づく地域公共交通計画の策定状況を確認します。 

目標の設定 
全ての市町村において、地域公共交通に関する方針及び具体な施策

を設定・実施することを目指し、策定率 100％を目標とします。 

目標値 
目標値（令和 12年度）：100％（35/35 市町村） 

※現況値（令和 7.10 時点）：51.4％（18/35 市町村）） 

R6 年度までは観光客数
の伸びにより回復する
が、以降は人口減少に伴
い 総 利 用 回 数 が 年
0.6%ずつ減少する場合 

R9 年度まで宿泊観光客数の
伸び幅と同程度で推移し、それ
以降も 1％ずつ増加する場合 

県観光戦略プランの目標値 
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●目標２・指標①：バス事業者の運転士数 

項目 内容 

指標の概要 
地域公共交通サービスの安定的な供給体制が確保されているか確

認するため、バス事業者の運転士数により評価します。 

算出方法 

宮城県バス協会が令和7年度に実施した協会員の各社に対する調査

結果をもとに、各社の運転士数を集計します。 

※現況値は協会員 80 社中 73 社からの回答結果によるもの。 

目標の設定 

県全体の生産年齢人口の推移と同程度まで減少幅を抑制すること

を目標とします。このため、令和 12 年度までに、令和元年度比で

92.7%の人員が確保されていることを目指します。 

また、令和 7年度時点の必要運転士とのギャップについては、生産

性向上を図ることにより解決することを目指します。 

目標値 
目標値（令和 12年度）：2,553 人以上 

※現況値（令和 7.7 時点）：2,597 人 

 

 
表 バス事業者の運転士数（実績値・推計値） 

  

  

２５９人（9.2％）分の 
生産性向上も同時並行して実施 
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●目標３・指標①：GTFS データ公表市町村数 

項目 内容 

指標の概要 

地域公共交通の運行情報の発信強化や、データを用いた地域公共交

通の分析・検証等の推進状況を確認するため、GTFS データの公表市

町村数を評価します。 

算出方法 

市町村への照会を行い、GTFS データの公表状況について調査しま

す。市町村営の定路線の地域公共交通を有する市町村（28市町村）

を母数とし、そのうち GTFS データを公表している割合を算出しま

す。 

目標の設定 
地域公共交通の情報発信強化及びデータ利活用の推進を目指し、全

ての市町村での公表を目標とします。 

目標値 
目標値（令和 13年度）：100％ 

※現況値（令和 7年度）：28.6％（8/28 市町村） 

 

●目標３・指標②：Google マップ掲載事業者・市町村数 

項目 内容 

指標の概要 

県民及び観光・ビジネス等の来訪者に対して、地域公共交通の運行

情報が効果的に発信されているか確認するため、Google マップ掲載

事業者・市町村数により評価します。 

算出方法 

市町村及びバス事業者への照会を行い、Google マップの掲載状況に

ついて調査します。市町村営の定路線の地域公共交通を有する市町

村（28 市町村）及びバス事業者（9社）を母数とし、そのうち Google

マップに掲載されている割合を算出します。 

目標の設定 
地域公共交通の情報発信強化を目指し、全ての事業者及び市町村が

掲載することを目標とします。 

目標値 
目標値（令和 13年度）：100％ 

※現況値（令和 7年度）：37.8％（14/37 市町村・バス事業者） 
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第５章 計画の推進及び評価方法 

１．計画の推進体制 

本計画は、宮城県地域公共交通活性化協議会（以下「活性化協議会」という。）が推進・管
理します。 
地域公共交通に関連する関係者は、それぞれの役割を明確にし、着実に取組を推進するこ

ととします。 
計画期間内において、定期的に（最低でも年 2 回）活性化協議会を開催し、施策・事業の

進捗状況を確認します。進捗率の低い施策・事業に対しては、改善策の検討を行います。 
また、計画に示す数値目標についてのモニタリングを行い、計画の進捗状況を管理します。 
法制度の改正や地域公共交通を取り巻く情勢の変化により、計画の改訂が必要な場合は、

活性化協議会において協議・調整を行います。 
さらに、改訂内容により各地域・各市町村との個別調整が必要な場合には、圏域別検討会

を開催し、具体的な調整を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の推進体制 

  

宮城県 

計画策定体制（計画変更含む） 計画実行（事業立案）体制 

宮城県地域公共交通活性化協議会 

県、国、市町村、交通事業者、道路管理者、 

交通管理者、地域代表、利用者代表、 

学識経験者 

圏域別検討会 

仙南（白石市、角田市、蔵

王町、七ヶ宿町、大河原

町、村田町、柴田町、川崎

町、丸森町） 

仙台（仙台市、塩竈市、名

取市、多賀城市、岩沼市、富

谷市、亘理町、山元町、松島

町、七ヶ浜町、利府町、大和

町、大郷町、大衡村） 

大崎・栗原（大崎市、栗

原市、色麻町、加美町、涌

谷町、美里町） 

登米・石巻・気仙沼（登

米市、石巻市、東松島市、女

川町、気仙沼市、南三陸町） 

県地域公
共交通所

管課 

各分野（ま

ちづくり、観

光、福祉、教

育 、 商 工 な

ど） 

連携会議 

その他のプレイヤー 

国 市町村 交通事業者 

連携 

意見 

報告 

指示 

事業 

実施 

事業 

実施 

事
業
実
施

 

検証 

モニタリング体制 

検証 県地域公共交通
所管課 

有識者等 

市町村 

交通事業者 

国 
照会 

データ提供・意見 

助言 

データ提供 

データ提供 

報告 

石巻・登米・気仙沼（石

巻市、気仙沼市、登米市、東

松島市、女川町、南三陸町） 
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２．計画の評価・検証方法 

（１）計画期間全体のスケジュール 

計画期間中は毎年度、計画に示す施策・事業の実施状況の確認や、数値目標に関するモニ
タリング・評価を行います。 
また、計画期間の終期である令和 13～14 年度にかけて、次期計画策定に向けて、各種資料

の収集やデータ等の整理・分析を行うとともに、本計画に基づく定量的・定性的な効果・影響
の分析・検証を実施し、地域公共交通を取り巻く現状や課題の再整理を行います。 

 
表 計画期間全体のスケジュール 

区分 項目 
年度 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

計画

関連 

施策・事業の検

証 
毎年度実施 

数値目標のモニ

タリング・検証 
毎年度実施 

計画の全体評価       実施 

次期計画の検

討・策定 
     

基礎整理・

課題整理 
計画策定 

補助

関連 

事業の自己評価 毎年度実施 

翌年度計画の 

策定 
毎年度実施 

会議

関連 

活性化協議会の

開催 
毎年度開催（各年度の実施スケジュールは次頁参照） 

圏域別検討会の

開催 
※必要に応じて開催 
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（２）各年度の実施内容・スケジュール 

本計画に位置付ける事業は、計画策定（Ｐｌａｎ）、施策・事業の実施（Ｄｏ）、モニタリン
グ・評価（Ｃｈｅｃｋ）、見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）を繰り返すＰＤＣＡサイクルに基づ
き推進します。 
毎年度の施策・事業の実施・評価・見直しという短期のＰＤＣＡサイクルと、計画期間を通

した長期のＰＤＣＡサイクルを組み合わせることで、計画の推進及び進捗管理を行います。 
また、地域間幹線系統補助に係る計画申請や予算申請など、協議が必要なタイミングでは

活性化協議会を開催し、本計画の数値目標に関する最新データを整理・確認するとともに、
施策・事業の進捗状況を評価します。 

 

表 各年度の実施内容・スケジュール 

 

 

地域間幹線系統については、各年度 6 月に事業計画を策定し、活性化協議会に諮った上で
国に提出・申請し、バスの補助事業期間である 10 月から翌年 9月まで運行されます。 
事業期間終了後は、活性化協議会において一次評価を行い、その結果を踏まえて国の第三

者評価委員会による二次評価を実施します。 
 

表 地域間幹線系統の事業スケジュール（詳細） 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

〇 ●

● ●

●

実施事項

活性化協議会の開催

地域間幹線系統関連の調整
※概要

庁内連携会議の開催

圏域別検討会の開催

計画認定

申請

認定
補助金交付申請

（前年度分）

●●

●

地域間幹線系統の評価

計画の評価

・・・

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月 ・・・

令和8年度
事業計画

● ●

令和9年度
事業計画

● ●

令和10年度
事業計画

● ● ●

… ●

令和8年度 令和9年度 令和10年度

一次評価

（活性化協議会）

二次評価

（国）

一次評価

（活性化協議会）

二次評価

（国）

一次評価

（活性化協議会）

二次評価

（国）
計画策定

運行期間

運行期間

反映

反映
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